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私たちのまち日光市は、四季折々の豊かな自然、そして歴史を語る文化遺産・産業遺産など、世界

に誇る多くの財産や多様な観光・地域資源を有しています。 
 そして、先人たちはこの恵まれたまち日光に誇りを持ち、心をひとつにこの貴重な財産を守り育ん

できました。 
 “日光市は住んでいる人も訪れる人も「心」を感じるまちでありたい。” 
 時の流れとともに見失いつつある「心」。私たち日光市民は、先人の残してくれた自然や文化、産業

などの貴重な恵みを生かしながら、未来にわたって愛し続けることができるまち“心を感じるまち日

光”を力を合わせて創っていかなければなりません。 
 “私たちにできることがある。私たちがすべきことがある。” 
 それは、まさに市民一人ひとりが自ら考え、決定し、行動すること、すなわち、主体的にまちづく

りに関わることです。 
 私たちは、このまちづくりを通して、人と人との絆の大切さを再認識し、豊かな心を育て、互助の

精神を身につけた元気な市民となることができるのです。子どもからお年寄りまでのみんなの元気、

私たちの暮らす地域の元気、それが日光市の元気へとつながって、市民自治のまちの実現に向けた大

きな力となるのです。 
 私たちは日光を愛する市民として、一人ひとりの心を大切にし、「心が通う温かい市民自治のまち日

光」を創るため、日光市の最高規範としてこの条例を制定します。 
【解説】 
次ページ「前文イメージ図」参照 
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人と人とのつながりのなかで心をひとつに守り育んできた財産・伝統・文化

多様な観光・地域資源 

全国有数の温泉地「鬼怒川温泉」 
「川治温泉・湯西川温泉・奥鬼怒温泉郷・日光湯元温泉」

＊農業・工業・商業など・・様々なもの全て 

歴史を語る文化資源・産業資源 

世界遺産「日光の社寺」 
唯一の特別天然記念物、特別史跡二重指定「日光杉並木街道」

日本の近代化を支えた「足尾銅山施設」 
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日光国立公園に代表される多様な自然資源 

ラムサール条約登録湿地「奥日光の湿原」 
高山植物の宝庫「鬼怒沼湿原」 
渓谷美を誇る「鬼怒川」「渡良瀬川」 
ふるさとの風景が残る「里地の景観」
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“私たちにできることがある。私たちがすべきことがある。”

条例制定の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊市民自治とは・・「市民一人ひとりが自ら考え、決定し、行動すること」 

 

～市民自治の実現に向けて必要なこと、それは・・～ 
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そして、まちづくりを通じて・・ 
○ 人と人との絆を再認識し、 
○ 自助から互助への精神を宿り、 
○ 元気な市民になっていきましょう・・。 

 

 
“一人ひとりの心を大切にし、「心が通う温かい市民自治のまち日光」を創る” 
 
○ 日光市の最高規範としての条例であり・・ 
○ 心をキーワードに・・ 
○ 市民がこの条例とともに自治意識の心を高め、成長していくことを期待し・・ 
○ この条例は不変のものではなく、成長した市民によって更なる成長を・・ 

後段（条例制定のねらい）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、日光市のまちづくりに関する基本理念を定め、市民、市議会及び市の役割並びに

責務を明らかにするとともに、市が行うまちづくり施策の基本的事項を定め、もって多様な価値観を

認め合う、市民自治の実現を図ることを目的とする。 
【解説】 
 この条例の目的を定めています。 
 基本理念とは「共有・参画・協働」を指し、基本的事項とはその実現に向けた原則（守るべきもの）

となるものです。 
それらをもとに、市民一人ひとりが持つ多様な価値観を尊重しながら、地方自治の本旨である市民自

治の実現（市民が主役のまちづくり）を目指すものです。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 市民それぞれの住む地域及び市全体を将来にわたって暮らしやすく、かつ、快適な
ものとしていくための公益的な取り組みをいう。 

(2) 市民 日光市に居住する者、働く者、学ぶ者及び市内において活動する団体（営利又は非営利を
問わない。）をいう。 

(3) 共有 市民、市議会及び市又は市民同士が情報、資源等を共に保有することをいう。 
(4) 参画 市民がまちづくりに主体的に関わり、行動し、又は責任を果たすことをいう。 
(5) 協働 市民、市議会及び市が、互いの役割及び責任のもとに、まちづくりのために共に考え、協
力し、又は行動することをいう。 

(6) まちづくり団体 自治会、市民活動団体等市民が互いに助け合い、そして思いやりのある社会を
形成するために組織している団体及び集団をいう。 

【解説】 
 この条例のキーワードとなる用語の意義を定めています。 
 それぞれの言葉は、一般的に多種・多様な意味を持っていますが、本条例では単的かつ包括的な表現

で表すこととしています。 
○ まちづくり→様々な活動や取り組みが想定されるので、概念的な言葉として使用します。 
○ 市民→居住する市民だけでなく、様々な団体なども位置づけています。 
○ 共有→情報だけでなく、資源・責任・負担・課題及び成果についても共有します。 
○ 参画→市民としての責任を果たす関わりであり、参加も参画への過程として含まれるものです。 
○ まちづくり団体→様々な目的のために、思いやり（心）のある活動をしている団体（集団）を大き

な意味で捉えています。 
（基本理念） 

第３条 市民、市議会及び市は、共有、参画及び協働のもとに、相互理解及び信頼による市民自治

の振興を図らなければならない。 
２ 市民、市議会及び市は、まちづくりに関する情報、資源、責任、負担、課題及び成果を互いに

共有することを基本としなければならない。 
３ 市は、まちづくりにおける市民の参画を保障するとともに、市民は、自主的及び自立的に参画

する権利並びに責務を有するものとする。 
４ 市民、市議会及び市は、まちづくりにおいて、互いの立場を尊重するとともに、市民一人ひと

りの基本的人権及び多様な価値観を認め合いながら協働の推進に努めなければならない。 



【解説】 
 この条例の柱となる「共有・参画・協働」を基本理念として定めたものです。 
 市民・市議会・市が様々なものを共有し、市民はまちづくりに主体的に参画し、それによって互いに

理解・信頼し合いながらまちづくりをしていくことが三つの柱であるとの考えから、それを基本として、

市民自治の実現（市民が主役のまちづくり）を目指すことを理念として謳っています。 
 共有とは、情報だけでなく、資源や責任、負担、課題、成果など、メリット・デメリットも互いに共

有していくといった考え方から具体的に例示しています。 
 参画については、市はその仕組みづくりを行うことが重要であり、市民は参画する権利と責務の双方

を持つものとしています。 
 それらをもとに、市民・市議会・市は互いの立場を理解しあいながら協働の推進に努めなければなり

ませんが、そのなかでは市民一人ひとりの主体性を重視し、基本的人権と多様な価値観を認め合わなけ

ればならないとしています。 
 

第２章 各主体の権利と責務 
（市民の権利） 

第４条 市民は、まちづくりの主体として、自らまちづくりに関し、意見を述べるとともに、参画す

る権利を有する。 
２ 市民のうち、年齢満２０歳未満の青少年は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する

権利を有する。 
３ 市民は、まちづくりに参画するために必要な情報を知る権利を有する。 
４ 市民は、まちづくりへの参画又は不参画によって、何らの不利益な扱いを受けることがない。 
【解説】 
 まちづくりの主役である「市民」の権利を定めたものです。 
 「参画する権利」と「情報を知る権利」を有するとしていますが、特に将来の日光市を支える若者の

ために、２０歳未満の青少年がまちづくりに参画する権利を別に定めました。 
 また、市民一人ひとりの主体性を重視し、基本的人権と多様な価値観を認め合うことから、参画、不

参画によって不利益を受けないこととしています。 
（市民の責務） 

第５条 市民は、第３条の基本理念にのっとり、共有、参画及び協働を基本とし、まちづくりに参画

しようとする意識を持つよう努めなければならない。 
２ 市民は、まちづくりに参画するにあたり、自主性及び自立性を持つとともに、自らの発言及び行

動に責任を持つものとする。 
【解説】 
 前条の権利に対し、責務について定めたものです。 
 市と協働して、市民が主役のまちづくりを推進していくためには重要な部分であり、市民のまちづく

りへの参画に対する意識向上を図るものとしています。 
 また、市民一人ひとりが自ら考え、自己決定・自己責任による市民自治を実現していくために、「自

らの発言と行動に責任を持つ」ことを定め、批判や行政依存ではなく、建設的な提言・提案・行動が図

れるようにしています。 



（市議会の責務） 

第６条 市議会は、市民の代表から構成される市の意思決定機関として、市政の発展と市民福祉の向

上のため、その権能を行使するとともに、市政経営の監視及び抑制をするものとする。 

２ 市議会は、公正、公平な開かれた議会運営を行うとともに、市民の意見を市政に反映させ、市議

会に対する市民の関心を高めるよう努めなければならない。 

３ 市議会は、議会を活性化し、政策提言及び政策立案のため、積極的な調査活動を行うものとする。

４ 市議会の議員は、議会の役割及び責務を認識し、市民の信託に応えるため、誠実に職務を遂行し

なければならない。 

【解説】 
 「市議会」の責務を定めたものです。 
 市議会は、市民の直接選挙という民意の代表から構成される市の意思決定機関であるとともに、市政

の発展と市民福祉の向上を図るため、地方自治法に定められた権能を発揮し、市政経営が適切に行われ

ているか監視・抑制をするものと定めました。 
 また、市民の意思を代表し市政に反映させ、市民の信託に応えることが、議会（議員）の役割として

重要であるため、「公正、公平な開かれた議会運営」、「積極的な調査活動」、「誠実な職務執行」につい

ても定めています。 
（市の責務） 

第７条 市は、第３条の基本理念にのっとり、共有、参画及び協働を基本とし、まちづくりを推進し

なければならない。 
２ 市は、市民に対し、まちづくりに関する情報を分かりやすく提供するとともに、当該まちづくり

に関して市民に説明し、及び市民の疑義に応答する責任を果たさなければならない。 
３ 市は、より多くの市民がまちづくりに参画できるよう、多様な参画方法を用意しなければならな

い。 
４ 市は、市民の自治能力形成のため、市民の自主的及び自立的活動を支援し、市民との協働に努め

なければならない。 
【解説】 
 主役である市民と協働してまちづくりを進めるパートナーである「市」の責務（原則）を定めたもの

です。 
 市役所は「市民に役に立つ所」であり、「共有・参画・協働」により、まちづくりを推進していかな

ければなりません。そのために、情報提供はもちろんのこと、市民に対する説明責任及び応答責任を責

務として定めています。 
 また、状況に適した市民参画の仕組みづくりに努めるとともに、市民の自治能力向上のため、その後

押し（支援）を担うのが市の役割であると定めました。 
 

第３章 情報共有 
（情報の共有） 

第８条 市は、市民の知る権利を保障し、市民及び市が互いに情報を共有するために、市のまちづく

りに関する情報を市民に分かりやすい形で提供しなければならない。 
２ 市は、まちづくりに関する条例の制定及び施策の実施については、その過程において、市民から

広く意見を求めるとともに、当該意見に対する市の考え方を公表するよう努めなければならない。

 
 



【解説】 
 参画への欠かせない条件である市民と市の情報共有の原則について定めたものです。 
 市が市民の知る権利を保障し、説明責任を果たすためには、それぞれの過程において適正で多様な方

法を用意する必要があります。 
 また、情報の共有は市民と市が互いに課題を共有するためのものであり、その情報をより有効に活用

していくため、市は市民からの意見を広く求め、それに対する考え方を公表するものとしています。 
（説明・応答の責任） 

第９条 市は、まちづくりに関する事項に関し、市民に分かりやすく説明する責任を負わなければな

らない。 
２ 市議会及び市は、市民からの意見、要望等に対し、速やかに応答する責任を負わなければならな

い。 
３ 市民は、意見、要望等を述べる場合及び必要により応答する場合には、常に公共性を意識するよ

う努めなければならない。 
【解説】 
 情報共有のひとつである説明責任、応答責任について定めたものです。 
 協働のまちづくりを推進するためには、市は、市民に対し情報を提供するだけではなく、わかりやす

く説明する責任があります。 
 また、それぞれの信頼関係を築くため、市議会と市は市民からの意見、要望に対し、速やかに応答す

る一方、市民は意見、要望を述べるに際し、公共性を意識する必要があるとしています。 
（個人情報の保護） 

第１０条 市議会及び市は、個人の権利及び利益を守るために、個人に関する情報の保護に努めると

ともに、その必要な措置を講じなければならない。 
【解説】 
 市民の基本的人権を尊重し、擁護するために個人情報の保護を定めたものです。 
 

第４章 まちづくりへの参画 
（市の役割） 

第１１条 市は、まちづくりへの市民の参画が保障されるよう、市のまちづくりに関する条例の制定、

計画の策定及び施策の実施にあたっては、その企画立案、実施、評価等の各段階において、分かり

やすく情報を提供するとともに、多様な参画方法を用意するよう努めなければならない。 
【解説】 
 市民のまちづくり参画に向けた市の役割を定めたものです。 
 これまでも様々な場面で、市民参加・参画は取り入れられてきていますが、まだ不十分であると考え

られることから、今後は、状況に応じ、企画立案、実施、評価といったそれぞれの過程においても多用

な市民参画の仕組みづくりに心掛けるものとしています。 
 具体的な一例としては、従来に多く見られた団体長の充て職や、市の原案に対し市民が意見を述べる

のみといった各種会議等のあり方などについて、適正に検討していくとなどが考えられます。 
（市民の役割） 

第１２条 市民は、市のまちづくりに関する条例の制定、計画の策定及び施策の実施にあたっては、

その企画立案、実施、評価等の各段階において、自主的及び自立的に参画するよう努めなければな

らない。 
 



【解説】 
 市民のまちづくり参画に向けた市民の役割を定めたものです。 
 市が行う仕組みづくりに対し、市民が参画というかたちで応えるものです。 
 

第５章 協働（パートナーシップ）体制の整備 
（協働のための環境整備） 

第１３条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるために、人材育成、活動拠点、情報提供等

の協働を支える環境を整備するものとする。 
【解説】 
 市民と市の協働体制を整備することにより、まちづくりを推進していくことを定めたものです。 
 環境整備の中心は市にあるものですが、市民と市がそれぞれの立場や役割を自覚しながら、相互に補

完・協力していくことにより、信頼を基盤とした協力関係を築いていくことができます。 
（生涯学習によるまちづくり） 

第１４条 市民及び市は、誰もが自ら学びたいときにいつでも学べる環境を整えるよう努め、生涯学

習を通じたまちづくりを積極的に進めるものとする。 
２ 市は、市民の自治能力形成を支援し、まちづくりへの参画を促進するために、生涯にわたる多様

な学習機会を提供するとともに、その学習成果をまちづくりに生かすことができるよう努めるもの

とする。 
【解説】 
 生涯学習によるまちづくりについて述べたものです。 
 ここでいう生涯学習は社会教育に限らず、学校教育を含めた広い概念として使用しています。 
 子どもからお年寄りまで、様々な場面での学習成果を生かしながら、地域社会の活性化を図っていく

ことは重要であり、そのためには市民と市による生涯学習の推進が不可欠となります。 
（人づくり） 

第１５条 市民は、協働の大切さを認識するために、様々な機会をとらえて、まちづくりに関する学

習に努めるものとする。 
２ 市は、市民との協働によるまちづくりをより確かなものとするために、様々な機会をとらえて、

市職員等の研修及び学習に努めるものとする。 
【解説】 
 協働を推し進めるなかで、その基本となる個人一人ひとりの人づくりについて述べたものです。 
 市民も市職員も、自治形成能力を高めるため、研修や学習だけでなく、実践を通した自己啓発に励む

ことが必要です。 
 そして、それらにより一人ひとりの意識改革がなされ、まちづくりの核となるリーダーが育つなど、

人づくりによる自主的なまちづくりに発展していくことが期待されます。 
 

第６章 まちづくり団体 
（まちづくり団体の役割） 

第１６条 まちづくり団体は、それぞれの団体の自主性並びに主体性を尊重するとともに、相互に連

携し、及び助け合うものとする。 
【解説】 
 第６章では互助機能の形成において重要な役割を担う自治会や、まちづくりの重要な担い手であり、

県内有数の活動数がある市民活動団体について、単独の章立てとして、その重要性を訴えています。 



 まちづくり団体の役割は、それぞれの団体が独自性を持ちながらまちづくりを推し進めるとともに、

互いに連携しあい、助け合うことも重要であるとしています。 
 人員不足等により、効果的な活動が行えない団体同士が、ひとつの目的のもとに一緒になって活動し

ていくといったことも視野にいれています。 
（自治会への参加及び支援） 

第１７条 市民は、地域を基盤とした互助による活動を行う自治会に参加し、地域に根ざしたまちづ

くりに努めるものとする。 
２ 市は、自治会の自主性及び主体性を尊重し、その活動に対して必要な支援をするものとする。 
【解説】 
 自治会について定めたものです。 
 少子高齢化が進行するなかで、日光市は県内においても特に高齢化率が高く、多くの高齢化集落が存

在しています。 
そのようななか、全国的に災害や凶悪犯罪等も増加傾向にあり、防災や防犯等の安全安心のまちづく

りを確立するためには、地区の互助機能を担う自治会は重要な地縁団体であると考えられます。 
そのため、市民は自治会（地域）活動の大切（重要）さを認識し、市は自治会活動に対し支援をして

いく必要があります。 
（市民活動団体への参加及び支援） 

第１８条 市民は、市内に活動の拠点を置き、かつ、ボランティア活動等営利を目的としない団体で

ある市民活動団体に参加し、それぞれの目的に応じたまちづくりに努めるものとする。 
２ 市は、市民活動団体の自主性及び主体性を尊重し、その活動に対して必要な支援をするものとす

る。 
【解説】 
 日光市の特色でもある市民活動団体について定めたものです。 
 地縁団体とは別に、共通の目的のもとに形成される市民活動団体は、まちづくりを担う重要な団体で

あり、今後、市民の積極的な参加により、多様な団体が増え、市や企業、他の団体と協働してまちづく

りが進むことを期待しています。 
 

第７章 住民投票 
（住民投票） 

第１９条 市は、まちづくりに関する重要な事項について、直接市民（市内において活動する団体を

除く。）の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。 
２ 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応

じ、別に条例で定める。 
３ 市長は、前項の規定による住民投票に関し定める条例に基づき住民投票を行うときは、その目的

及び投票結果の取扱いを事前に明らかにしなければならない。 
【解説】 
 住民投票について定めたものです。 
 市民参画の最終的な手段である、住民投票制度を設けることができるとしています。 
 住民投票制度は、どうしても解決の方向が見出せない場合の最終手段として位置づけられるべきもの

であり、安易にすべきものではありません。 
 実施する場合には、その案件に応じ、十分な議論を行ったうえで、必要な事項を別に定め、その取扱

いについても明確にすべきであると定めました。 



第８章 行政及び財政の運営 
（総合計画等） 

第２０条 市は、総合的かつ計画的な市政の経営を図るための基本構想及びこれを実現するための基

本計画並びに個別分野ごとの計画（以下「総合計画等」という。）を策定しようとするときは、この

条例の基本理念にのっとり、市民の参画を得ながら策定するものとする。 
【解説】 
 市の最上位計画である総合計画をはじめ、重要な計画等が本条例の基本理念に則り、市民参画のうえ

で策定されることを定めたものです。 
（まちづくり評価） 

第２１条 市は、まちづくりの課題及び市民のニーズに対応した能率的かつ効果的な市政経営を進

めるための評価（以下「まちづくり評価」という。）を行い、その結果を市民に公表するものとす

る。 
２ 前項のまちづくり評価は、社会情勢、市民意識等の変化に対応し、常に最も効果的な方法で行

うものとする。 
【解説】 
 まちづくりに対する評価について定めたものです。 
 総合計画の進捗管理や行政評価など、市の施策に対する評価を「まちづくり評価」と位置づけ、その

評価の必要性と市民への情報提供を定めました。 
 また、評価方法については、まちづくりの状況の変化に対応し、常に見直し、最も効果的な方法で行

うものとしています。 
（財政の仕組み） 

第２２条 市は、前２条の規定による総合計画等及びまちづくり評価を踏まえた財政の仕組みを確立

するとともに、財政状況を市民に公表するものとする。 
【解説】 
 財政運営について定めたものです。 
 財政運営は、総合計画等やまちづくり評価と連動することにより運営していくべきと定めました。 
 また、財政状況は市民にわかりやすいかたちで公表していくことが必要としています。 
 

第９章 連携 
（地域間の連携） 

第２３条 市民は、それぞれの地域が育んできた歴史、文化等を認め合いながら、地域間での連携を

図り、まちづくりを推進するものとする。 
【解説】 
 第９章では様々な連携の重要性について述べています。 
 日光市は全国で第３位、栃木県の約４分の１の広大な面積を有し、また、旧５市町村が特色のある歴

史・伝統を併せ持っています。 
 その特色ある新市が、新たな可能性として発展していくため、市内の各地域においてもその多様性を

認め合いながら連携を図っていくこととしています。 
（広域連携） 

第２４条 市は、他の市町村、県、国及びその他の機関との情報共有並びに相互理解のもと、広域的

な連携を図り、まちづくりを推進するものとする。 
 



【解説】 
 近隣自治体や県、国といった広域的な機関等と連携を図りながら、まちづくりを推進していくことを

定めています。 
また、ここには姉妹都市や各種協定を締結してる自治体等との連携も含んでいます。 
（国際的な連携） 

第２５条 市は、国際感覚豊かな人材を育成するとともに、積極的に国際的な連携を図り、国際観光

文化都市としてのまちづくりを推進するものとする。 
【解説】 
 国際観光文化都市「日光」としての国際的な連携について述べています。 
 世界的にも有名な資源を数多く持つ日光市として、また、国際交流によるグローバル共生の心を育む

ため、国外の姉妹都市との市民交流や国外への情報発信等、国際的な連携を図り、まちづくりの推進を

図るものとしています。 
 

第１０章 条例の位置付け 
（最高規範性） 

第２６条 この条例は、日光市におけるまちづくりの最高規範であって、まちづくりのあらゆる活動

は、この条例の規定に即して実施されなければならない。 
２ 市は、他の条例、規則その他の規定の制定及び改廃に当たっては、この条例の規定に即し、かつ、

適合させなければならない。 
【解説】 
 この条例を、市政運営の最高規範（行動・判断の基盤）として位置づけしたものです。 
 そして、他の条例等についてもこの条例の理念に基づき判断されるべきであるとしています。 
（条例の検討及び見直し） 

第２７条 市は、この条例の施行から４年を超えない期間ごとに、この条例を守り育てるための検討

をしなければならない。 
２ 市は、前項の検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて必要な措置を講

じなければならない。 
【解説】 
 条例の検討及び見直しについて定めたものです。 
 まちづくり基本条例は、市民の力で「育てていく条例」です。 
 今後、市民がこの条例とともに自治意識の心を高め、成長していくことを期待するとともに、この条

例は不変のものではなく、成長した市民によって更なる成長をしていくことを願っています。 
 そして、市民がいつまでもこの条例を愛し続けることができるよう、一定の期間ごとに検討・見直し

をしていくことを定めています。 
 

附 則 
この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 


